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常設的オープンカフェの展開と継続実施条件に関する研究 

－全国の常設的オープンカフェ事業 7 事例を対象に－ 

 

A STUDY ON THE ENFORCEMENT OF OPEN-CAFÉ IN PUBLIC SPACE  

AND FACTORS TO CONTINUE 

-A CASE STUDY OF THE 7 CITIES IN JAPAN- 

 
都市計画分野  山本琢人 

 
オープンカフェによって公共空間を利活用する取り組みは近年急速に進みつつある。本研究は、今

後さらに拡大が予想されるオープンカフェ事業の展開を把握し、事業の継続実施条件を明らかにす

るものである。本研究では、全国の常設的オープンカフェ 7 都市事例を対象にオープンカフェの空

間特性、事業の運営体制について調査を行い、事業に関わる主体の視点から分析を行った結果、オ

ープンカフェの入念な配置計画、維持管理規制を緩和することの必要性が明らかになった。 
Efforts to utilization of public space by the open cafe is spreading rapidly in recent years. This study is to 
indicate development of the open cafe projects which is expected to further expand in the future, and clarify 
that factors to continue. This study investigates into spatial characteristics and management systems of 
permanent open-café in 7 cities, furthermore analyzed that from perspective of each subjects. So it clarified 
the need to alleviate the maintenance regulations of the road and carefully plan the place of open-café. 

 
1．はじめに 

1－1．研究背景と問題意識 

 都市の魅力創出として公共空間の有効な利活用を目

指す動きは、世界各地で見られる現象である。公共空

間の整備によって都市の魅力が格段に向上した結果、

都市の中には多くのオープンカフェが出現している 1）。 
 オープンカフェは公共空間の利活用を進める手法の

一つとして注目されている。日本ではオープンカフェ

の取り組みが 1996 年の広島市平和大通りで初のオー

プンカフェ事業として実施され、道路上の利活用に関

する規制は徐々に緩和されていることから、公共空間

の活用は以前に比べ容易になり、取り組みとしても前

進しつつある。現在では、全国の 9 都市で常設的にオ

ープンカフェが設置されている。 

2000 年代はオープンカフェ社会実験の 10 年間だと

いえるが、今後は事業の継続をどう実現していくか、

ということが問われている。これまでの社会実験を事

例とした研究では、運営体制の確立、事業の採算性を

確保することなどが事業実施のための主な課題として

挙げられてきた。そんな中現在、運営体制の確立は法

整備も整いつつあることから、大きく克服されている。

一方、事業の採算性については、まだ不透明な部分も

ある。事業継続を可能にするためには、店舗事業者（以

下、事業者）の採算性を確保することが不可欠であり、

事業者にとってオープンカフェを継続できる体制を整

えることが大切である。その反面、公共空間を活用し

て行われる事業であることから、行政としての公的役

割も果たす必要がある。公的な役割を把握するために

は、オープンカフェが周辺の地域とどう関係している

かを分析することも重要な視点である。オープンカフ

ェを取り巻く環境は各都市によって多岐にわたり、ま

た、行政と店舗者のニーズを満たすことが継続実施を

実現するために重要である。 

1－2．研究の目的 

 本研究は常設的オープンカフェ事業 7 都市事例を対

象に、その概要を把握し常設的オープンカフェの特徴

を明らかにする。更に、各事例の空間的条件と運営体

制を行政と事業者の視点から分析することにより、常

設的オープンカフェの継続実施条件を明らかにする。

以上から、都市政策としてのオープンカフェ事業を有

効的に促進するための知見を得ることを目的とする。 

1－3．関連する既往研究と本研究の位置づけ 

 これまでオープンカフェ社会実験を取り扱った研究

は数多くなされてきた。広島の京橋川地区を事例とし



 

た藤本ら 2）の研究や名古屋の久屋大通を事例とした井

澤ら 3）の研究がある。 

本研究では常設的オープンカフェ事例を取り扱い、

オープンカフェと周辺地域の関係について考察を進め、

行政と事業者の視点から分析を行う点に特徴がある。 

1－4．用語の定義 

本研究で用いる用語を以下の通りに定義する。 

・オープンカフェ：屋外空間においてテーブル・イス

等を設置し食事・休憩が行える空間、及びそれを管

理する店舗のことをオープンカフェと定義する。 

・常設的：通年または通年のうち屋外利用に適さない

期間を除いた期間において、オープンカフェの設置

を許可されている状態のことを常設的と定義する。 

1－5．研究の方法・枠組み 

 本研究は、道路空間を利用した常設的オープンカフ

ェ事業に着目する。また、道路空間のオープンカフェ

と道路空間以外のオープンカフェにおいて、その特徴

等比較を行うため、河川空間を利用したオープンカフ

ェ事業の 1 事例も取り扱う。事例の選定は、事業開始

から 1 年以上を経過している事例を対象とした。事業

概要を把握する際に、1 年以上を経過していることで

より正確な状況を調査できると考えたためである。 

よって本研究は、現在事業を展開している全国事例

のうち、道路空間を活用した 6 事例（新宿区、大阪市、

高崎市、札幌市、横浜市、名古屋市）と河川空間を活

用した 1 事例（広島市）の計 7 事例を対象とした。 

 研究の方法を図 1 に示す。研究の対象 7 事例に対し

て、その概要と運営体制を把握するために、ヒアリン

グ調査及び資料調査を実施した注 1）。ヒアリング調査は

各都市自治体もしくは運営主体を対象に、Ｈ26 年 10

月からＨ27 年 1 月までの期間に各都市を訪問し行い、

その際同時に現地の街路利用実態について確認調査を

行った。資料調査では、各都市の自治体ホームページ

と既往文献よりデータの収集を行った。 

1－6．オープンカフェと法整備に関する経緯 

 日本におけるオープンカフェの取り組みと法整備に

関する経緯について、表 1 に示す。日本では、2000 年

代から急速に道路を活用したオープンカフェ社会実験

が行われ、2001 年から 2005 年までの 5 年間では、道

路の社会実験（国土交通省）によって特に多くの実験

が行われた。この期間の実験結果から、さらなる道路

利活用の進歩として、2011 年都市再生特別措置法の一

部改正により、道路占用許可の特例制度が創設された。

これにより、新宿区、高崎市、大阪市、札幌市で道路

占用許可の特例制度を活用した常設的オープンカフェ

事業が開始された。2015 年 2 月現在では、道路上を活

用した常設的オープンカフェが 7 都市事例、河川空間

を活用した 2 都市事例が存在している。 

 

2.常設的オープンカフェ事業の概要とその特徴  

2－1．事業の概要 

 常設的オープンカフェ事業 7 事例の概要を示す。オ

ープンカフェに至る経緯から目的、今後の展開までは

ヒアリング・資料調査によって把握し（表 2，3）、オー

プンカフェ設置エリアと周辺エリアとの関係は、それ

ぞれのエリア配置を作図することにより把握した（図

2）。図 2 は各都市自治体ホームページより都市マスタ

ープラン、まちづくり計画等で示されているエリア配

置をトレースすることによって作成した。 

2－2．常設的オープンカフェ事業の特徴 

オープンカフェの特徴は、次の 4 点から説明できる。 

図 1 研究のフロー 

表 1 オープンカフェとオープンカフェに関わる法整備の経緯 



 

（1）オープンカフェ事業の位置づけ 

 事業の位置づけは次の 4 点で示すことができる。 

①地区の賑わい・魅力を創出 

これは従来同様であり、全事例に共通する。 

②回遊軸として位置づけ：大阪、高崎、広島（京橋川） 

3 都市の事例では、まちの回遊性を向上させるため

に、滞留機能をもつオープンカフェを設置している。 

③エリアマネジメントの一環：大阪、札幌 

オープンカフェはエリアマネジメントの一環とし

て地区の魅力を高め、公共空間の質の高い管理を実

行するためのツールになっている。 

④地区の治安向上 ：新宿、広島（京橋川） 

新宿では不法駐輪・不法駐車の対策としてオープン

カフェが導入され、広島京橋川地区では、河岸緑地に

女性の夜間通行量が増加する効果を生みだした。 

表 3 オープンカフェ事業の概要と運営体制 

表 2 オープンカフェに至る経緯 



 

このように明確な位置づけ

が行われているのは、オープン

カフェ事業の初期段階に行政

主導で計画が進められている

からである。常設的の道路占用

を行うことは比較的容易には

なっているが、行政が主導しその計画の中でオープン

カフェが実践されるというスキームに従来からの大き

な変化は見られない。 

（2）事業継続の課題 

 各事例についていくつかの事例で共通した課題とし

て挙げられるのは、「気候的対策」である。天候によっ

て客数が左右されることから、事業者にとって屋外で

の営業活動は大きなリスクがあると認識されている。 

（3）今後の展開 

 表 4 より新規出店予定のある事例は、高崎、横浜、

広島（京橋川）である。また事業を継続する方針を持

って進めているのは、新宿区、高崎市、札幌市、横浜

市、広島市であり、継続を検討しているのが大阪であ

る。7 つの事例の中では、名古屋が最も継続性が低い。 

（4）オープンカフェ設置エリアと周辺エリアとの関係 

 オープンカフェ設置エリアと周辺エリアとの関係を

図 2 に示す。各エリアの特徴は次のように定義した。 

「商業をはじめ業務ビルも立地」→複合エリア 

「商業の集積」        →商業集積エリア 

「業務用途の集積」      →業務エリア 

「公共施設の集積」      →公共施設エリア 

「観光地」          →観光地エリア 

このエリア配置をもとに、設置エリアと周辺エリア

との関係を簡素化したモデルで示すことにより、オー

プンカフェ事業のパターンを類型化する。エリアの配

置関係を簡易モデルで示したのちに（図 4「設置エリ

アと周辺エリアとの関係」）、各都市で事業の目的を掛

け合わせると、7 事例を 4 つの事業モデルに分類する

ことができた（表 4）。 
 事業モデルの作成はオープンカフェ設置エリアが集

客エリアに属すか、属さないかで分類し、更に周辺に

集客エリアがあるか、ないかで分類する。そこに事業

目的の大きな要素として、回遊性の位置づけがあるか、

ないかの違いが加えられる。最も多い事業パターンは、

集客エリア＋集客エリア隣接型に対して回遊軸を設定

しないものである。また、集客エリア隣接型では、高

崎と広島（京橋川）の両事例とも回遊軸を設定してい

る。ここから、オープンカフェ設置エリアが集客エリ

アに属さない場合は、回遊軸として設定されやすいと

いうことが言える。 

 

3．常設的オープンカフェの空間的条件 

3－1．調査の概要 

 ここでは、道路空間を活用したオープンカフェ 6 事

例を対象に空間的条件の分析を行う。空間的条件の評

価指標は、既往研究 4）を参考に、道路幅員、歩道幅員、

オープンテラス設置場所、パラソル・柵等の器材、視

表 4 オープンカフェの事業モデル 

図 3 空間的指標の範囲とＨの算出 

図 2 オープンカフェ設置エリアと周辺エリアとの関係 



 

認領域距離、D/H の 6 項目を抽出した（図 3）。 

 視認領域距離とは、オープンテラスから見通せる範

囲を数値で表現したものであり、オープンカフェ設置

場所から街路に沿って直線を伸ばし、視線の妨害とな

る構造物、若しくは幹線道路注 2)の手前までを見通しの

できる距離として算出する。また、D/H はオープンカ

フェが設置されている建物の両側及びそれら正面の合

計 6 件の建物高さの平均より算出した（図 3 右）注 3)。

更にこれらの指標を用いて本研究では、半屋外性と領

域性の 2 つを定義し、それに基づき空間的条件の考察

を行う。 

3－2．各都市事例の空間的条件 

 6 都市 7 事例の空間的条件を調査した結果を表 5、

図 4 に示す。半屋外性について、各事例のパラソル・

花壇・柵の有無、テラス設置場所を分類し、その特徴

から事例別に順位付けを行うと、屋内性が高い事例は

上から、高崎・大阪、名古屋・札幌、新宿・横浜であ

ることが分かった。また領域性について、各事例の道

路幅員、D/H、視認領域距離を算出し、それらの比較か

ら事例別に順位付けを行うと、領域性の高い事例は上

から、横浜・名古屋・高崎①、大阪・札幌、新宿・高

崎②であることが分かった。 

3－3．オープンカフェに適した空間的条件 

 ここでは、店舗者の視点よりオープンカフェに適し

た条件を考察する。店舗者にとってオープンカフェに

適した条件とは、テラス席が快適であり、また集客を

確保できるエリアに立地していることである。2 章の

周辺エリアとの関係、及び領域性において、オープン

カフェ設置エリアが集客エリアに立地している事例は

大阪、新宿、札幌、横浜、広島（元安川）である。こ

の中でさらに領域性が高い事例は、横浜のみである。

よって、ほとんどの事例は店舗者にとってオープンカ

フェに適した空間的条件を有していないことがわかる。 

 

4．常設的オープンカフェ事業の運営体制 

4－1．運営体制の概要 

常設的オープンカフェ事業の運営体制について、ヒ

アリング調査の結果より各項目の内容を表 3 に示す。

これをもとに次の 3 点から運営体制をまとめる。 

4‐2．運営体制の比較 

 7 都市事例の運営体制を比較することで、事業の特

徴を把握する。ここでは、運営主体と事業の採算性、

維持管理のルールについて考察を進める。 

（1）運営主体 

 各都市運営主体の構成メンバーと事業開始の経緯よ

り、運営主体の特徴は 3 つに分類できた（表 6）。大阪、

札幌は「エリアマネジメント組織」、新宿・横浜・名古

屋は「民間主導」、高崎・広島は「行政主導」とした。 

（2）事業の採算性 

 事業の採算性に影響の大きいのは、道路占用料（河

図 4 6都市の視認領域距離 

表 5 オープンカフェの空間的条件 

表 6 運営主体の主な構成メンバー 



 

川占用料）である。この計算方法は各都市の条例で定

められており、概ね同じ計算方法が採用されている。

一方、占用料の減免措置を行っている都市もあり、大

阪では全額減免予定、新宿・高崎・名古屋では一部を

減免している。また、出店者の負担額を計算した結果、

もっとも高額な札幌の 7317 円（円／㎡・月）から安価

な名古屋の 250 円（円／㎡・円）とその幅は広い。 

（3）維持管理ルール 

 日常の維持管理ルールはどの事例も共通した取り決

めがあり、日々の清掃、器材の毎日の出し入れ、通行

幅員の確保等が要求される。ここで器材の毎日の出し

入れを行う必要があることから、大規模な器材を設置

することが不可能となり、2 章で課題とされている気

候的対策が効果的に実施できない。 

 

5．常設的オープンカフェの継続実施条件 

5－1．7 都市事例の比較 

 常設的オープンカフェの継続実施条件を考察するた

めに、事業の概要、空間的条件、運営体制を見てきた。

これらの項目について、各事例でそれぞれ異なる項目

と多くの事例で共通している項目があることが分かる。 

5－2．常設的オープンカフェの継続実施条件 

 多くの事例で共通した項目が見られるのは、オープ

ンカフェの計画の際に、行政が計画の初期段階から関

わっていることが要因としてあげられる。しかしその

共通した項目は、事業者からみると営業上適さない条

件もある。それは、オープンカフェの設置エリアと毎

日の出し入れを必要とする維持管理ルールである。事

業の継続実施条件は、店舗者の視点も取り入れたオー

プンカフェの配置計画と維持管理における毎日の出し

入れの緩和である（図 5）。 

 

6．まとめ 

 本研究では、常設的オープンカフェ事業の概要とそ

の特徴からオープンカフェの展開について把握し、空

間的条件と運営体制の比較・考察から継続実施条件を

明らかにした。 

 常設的オープンカフェの展開として、事業の位置づ

けが常設化の実現によって多様化していることが明ら

かになった。地区の賑わい創出に加えて、周辺地域の

回遊性向上を図る事例（大阪、高崎、広島（京橋川地

区））、エリアマネジメントの一環として実施されてい

る事例（大阪、札幌）、地区の治安向上（新宿、広島（京

橋川地区））を期待する事例などがある。また多くの事

例に共通する課題としては、気候的対策があげられた。 

 そして、事業の概要と空間的条件、運営体制の比較

によって常設的オープンカフェ事業の継続実施条件と

して、オープンカフェの綿密な配置計画と維持管理ル

ールの緩和措置の必要性が明らかになった。今後さら

に多くの都市でオープンカフェ事業が実践される場合、

事業者の採算性が担保される体制づくりがより一層重

要になるであろう。 

 本研究は、オープンカフェの諸条件を行政、事業者

の視点から考察を進めた。今後は事業者の意識をより

詳細に把握するためのヒアリング調査を行うことがよ

り発展的な知見を得るために必要であろう。これは今

後の研究課題である。 

 

補注 

注 1）ヒアリング調査の対象を表 7 に示す。 

注 2）片側 2 車線以上の道路を幹線道路とした。 

注 3）建物高さは階高を算出した後に、１階を 3.5ｍとして計算した。 
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表 7 ヒアリング調査の対象 

図 5 常設的オープンカフェの継続実施条件 



討議 

 

討議〔倉方先生〕 

研究の方法について、どこが実際に賑わいっている

かが知りたいと思った。ルールを理論的に設定して行

っている研究だと思う。やり方としては、賑わいって

いるオープンカフェがどういう状況か、というのを調

べるのが自然だと思う。たとえば半屋外性が高いとど

ちらがいいというのはわからない。賑わいっていると

ころから判断するということではなく、客観的なとこ

ろから判断するといった手法をとった理由は何か。ま

た、領域性、半屋外性というのは、既往研究から賑わ

いが生まれるのはこういう時だ、というのが定義され

ているということか。 
回答 

賑わいの評価をここで行わなかったことについて、

その調査の量の膨大さが一つ理由です。賑わいを評価

するとなると、これまでではアンケート調査、通行量

調査等が行われてきましたが、それを７事例でするの

には時間的制約から行うことができませんでした。ま

た、もう一点、これまでの既往研究でオープンカフェ

実施による賑わい評価から、オープンカフェを実施す

ることで賑わいが生まれるということが実証されてき

た。よって、本研究の事例では実施することによって、

何らかの賑わいを創出されているという前提の下で行

いました。 

一方で、賑わいの評価は行われてきましたが、その

要因についてはまでは十分な実証はされてきませんで

した。領域性、半屋外性についてもその点は不十分な

定義となっています。そういったまま分析を進めたと

ころに不十分さが残ってしまいました。 

 領域性、半屋外性という定義の必要性がそもそもな

かったかもしれません。空間的構成要素の抽出より比

較を行い、現在の傾向を把握するまでがこの研究でで

きたことだと思います。 

 

 

討議〔横山先生〕 

オープンカフェは基本的にどこでもやった方がい

いと思う。この研究はまちなかどこでもやっていいと

いうスタンスではなくて、まちなかでしぼってやらな

いといけいない、という発想な気がする。その中でさ

っきの話と同じで領域性が快適性に影響を与えるみた

いなほんとかよ、っていうことを言っていて、実はヨ

ーロッパでは狭い路地にも存在している。逆にそうい

う場所をしばって優先順位をつけて誘導していくとい

うアプローチはほんとに正しいのかというのが一つ。 
二つ目は逆にここはオープンカフェをやっちゃい

けない、ということを決めてそれ以外は自由にやらせ

る、という方法はないのか。ということ。 
最後に持続性の問題で、経営者の視点から問題は把

握されているが、事業者側というか行政側から持続性

の論理というのはどういう風に考えればいいのか？ 
回答 

将来的にオープンカフェが狭い路地にも出現して

どこでもできるようになればいいということは、まさ

に仰っていただいた通りです。本研究で優先順位をつ

けるという点について、オープンカフェに「適した」

という用語を用いたのが誤りでした。本研究で述べた

かったことは、領域性が高くオープンカフェ設置エリ

アが集客エリアに位置しているのは 1 事例のみだった

ということです。エリア配置と空間的条件のパターン

に一定の偏りがあり、オープンカフェを形成する諸条

件に制限がかかることが課題だと考えています。 
また、「適した」という用語を用いてしまったのは、

名古屋、広島の事例でオープンカフェの出店店舗（事

業応募者）数が減少しているということがあるからで

す（これはプレゼンでは省いていました）。この 2 事例

に共通しているのは、オープンカフェエリアが集客エ

リアに属していないことが一つあり、集客における市

場を持たないエリアでオープンカフェを継続実施する

ことには現段階では厳しい状況があるのではと考えま

した。 
これからのオープンカフェの課題としては、店舗事

業者からの意向によって公共空間を利用してオープン

カフェができる、というスキームを確立することだと

考えています。現在は、公共空間を活用したオープン

カフェは自治体が主導となっていて、店舗事業者が道

路上も活用したい、という発想自体がそもそもないと

思っています。ですから、当面の課題として、今後オ

ープンカフェが発展していくためには、店舗事業者の

意向を尊重し営業行為に幅を広げ、持続性を担保し、

店舗事業者からの意思によって公共空間を活用すると

いう流れをつくることが重要であると考えます。 
以上から、1 つ目の回答です。本研究は優先順位を

設けて誘導するというものではなく、オープンカフェ

の諸条件に対する選択肢の幅を広げるべきだ、という

ことを述べたいものです。 
また、2 つ目の回答です。将来的に望ましいのは、

店舗事業者の意向からオープンカフェが街に出現する

ことです。ですので、基本的にオープンカフェの禁止

区域を設定するということは考えていません。地域の

状況によってそういう場合もあるかとは思いますが。

店舗者の自由な意向を尊重するのが重要だと思います。 
最後に 3 つ目です。行政側の持続性の論理としては、

道路管理者として道路の適切な維持管理が担保される



 

こと、これが達成されることができれば、基本的に行

政の事業に対する持続性は保たれると考えればよいと

思います。道路の維持管理が適切であれば、行政側の

道路維持管理コスト（たとえば放置自転車撤去作業が

減ること）は減少しますし、占用料による収入も増加

します。通行の阻害にならないようにすることや、道

路の占用を最小限にすることなどは、常設的に実施す

るには慎重に協議されています。これらのルールを守

ることさえできれば、行政としての持続性は担保され

ると考えます。 
 
 
討議〔内田先生〕 

ここでいうオープンカフェは特別の定義がする。今

言ったことは話が逆で、行政側が主導でやっている事

例だけをオープンカフェとして取り上げていて、その

位置づけがどうとかいう話になっている。他にもオー

プンカフェはたくさんある。民地を利用したもの。オ

ープン居酒屋。オープンたこ焼き。それらと違ってこ

こには７事例だけを取り出してきている。だから２章

の論がそもそも逆なのでは？賑わいたくてやっている

のではなく、賑わい以外の目的があって賑わいもあれ

ばいいよね、みたいなものだけを選んでいる気がする。 

回答 

本研究は、公共空間の利活用に着目しています。公

共空間の利活用が発展するためには、民間事業者から

の意向で事業が進むことが重要だと考えます。民地内

の利用であれば、民間事業者が進んで取り組んでいる

のは明白であり、民地内でオープンカフェを実施する

ことと公共空間でオープンカフェを実施することは、

まったく事情が異なります。公共空間におけるオープ

ンカフェの実態を調査するために本研究では全国の常

設事例から 7事例を抽出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


